
事業所の新築・建替・増築に係る当該の土地購
入・新設家屋・同施設内に設置する設備に課税され
る固定資産税（土地・家屋・償却資産）の１/２を5 
年間、奨励金として交付します。
また、環境充実の支援策として、太陽光発電装

置・事業所内保育施設・特例子会社等の設置など特
別な資産（特例償却資産）は、固定資産納税額の全
額を交付します。
平成２９年度（2017年度）の制度改正で面積要件

を緩和し、企業規模に関係なく利用いただきやすく
なっています。また、健都イノベーションパークへ
の進出を目指す企業の設備投資の支援など、制度の
充実を図っています。

概要

内容

◎固定資産税額の１/２を5 年間交付（年間奨励金は1 事業者につき1 億円まで）※都市計画
税は対象外
◎下記の特例償却資産（設備投資の金額制限なし）の導入については、償却資産の固定資産税
額の全額を交付

１. 太陽光発電装置
２. 事業所内保育施設に設置する設備
３. 特例子会社（障害者の雇用の促進等に関する法律４４条に規定する認可を受けた施設）

に設置する設備
４. その他事業環境の向上に資する償却資産として市長が認めたもの

申請方法

企業立地等促進制度の利用検討の段階で、産業振興課までご相談ください。

《申請から交付まで》
①事業計画の作成
②摂津市産業振興課と協議
③指定申請を行う（市の審査及び指定決定）
④工事着手・完了
⑤操業の開始届を提出（市の現地確認）
⑥固定資産税の納付
⑦奨励金の交付申請（市の審査及び交付決定）
⑧奨励金の請求 （市から奨励金の交付）
⑥～⑧を繰り返す（最長５年間）

１．摂津市企業立地等促進制度
〜新たな投資を応援します！〜

商工業振興関連施策


